
一

細
川
幽
斎
か
ら
智
仁
親
王
古
今
伝
受
に
相
伝
さ
れ
た
古
今
伝
受
は
、
在
位
中
の

後
水
尾
天
皇
に
伝
え
ら
れ
、
以
後
、
御
所
を
中
心
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

古
今
伝
受
は
、
御
所
に
入
る
こ
と
で
様
々
な
変
化
が
見
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
和
歌

の
添
削
に
着
目
し
て
、
御
所
伝
受
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
古
今
伝
受
の
変
化
に
つ

い
て
考
察
を
加
え
た
い
。

一
　
智
仁
親
王
に
よ
る
後
水
尾
天
皇
の
和
歌
の
添
削

寛
永
二
年
、
智
仁
親
王
は
後
水
尾
天
皇
の
和
歌
を
添
削
し
た
。「
寛
永
二
年
孟 

冬
之
頃
式
部
卿
宮
（
小
髙
注　

智
仁
親
王
）
御
点
」
と
す
る
三
十
首
和
歌
が
、
宮

内
庁
書
陵
部
に
伝
わ
る
。
智
仁
親
王
か
ら
後
水
尾
天
皇
へ
の
古
今
伝
受
の
講
釈
が

同
年
十
一
月
に
開
始
さ
れ
た
か
ら
、
こ
の
添
削
は
古
今
伝
受
の
前
の
添
削
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
和
歌
の
添
削
に
つ
い
て
横
井
金
男
氏
は
「
古
今
伝
授
と

云
ふ
歌
道
教
育
の
最
終
的
な
歌
道
教
育
、
歌
人
育
成
の
本
義
が
形
式
化
さ
れ
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
ら
う
か
」
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
和
歌
の
添
削
に
つ
い
て
「
御

所
伝
授
に
於
て
の
み
、
特
に
実
施
さ
れ
つ
ゝ
あ
っ
た
事
実
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

こ
の
古
今
伝
授
三
十
首
に
対
す
る
添
削
の
一
事
は
、
古
今
伝
授
が
極
度
の
形

式
的
展
開
を
遂
げ
た
御
所
伝
授
に
於
て
の
み
、
特
に
実
施
さ
れ
つ
ゝ
あ
っ
た

事
実
で
あ
っ
て
、
古
今
伝
授
が
形
式
化
さ
れ
た
後
に
於
て
も
、
伝
授
そ
の
も

の
ゝ
本
質
が
、
師
弟
関
係
を
通
じ
て
歌
学
の
教
育
を
行
ふ
こ
と
に
あ
っ
た
と

い
う
真
意
を
、
遺
憾
な
く
表
明
し
て
ゐ
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
単
に
和
歌
を
添
削
す
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
御
所
伝
受
に
始

ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
三
条
西
実
枝
か
ら
細
川
幽
斎
、
細
川
幽
斎
か
ら
智
仁
親

王
へ
の
古
今
伝
受
に
お
い
て
も
、
証
明
状
が
授
与
さ
れ
る
前
に
添
削
さ
れ
た
和
歌

が
伝
わ
る
。
古
今
伝
受
が
歌
道
教
育
に
お
け
る
最
終
段
階
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
以

前
に
師
弟
関
係
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
古
今
伝
受
の
前
に
和
歌
が

（
1
）

小

髙

道

子

古
今
伝
受
か
ら
御
所
伝
受
へ

―
和
歌
の
添
削
と
古
今
伝
受
後
奉
納
和
歌

―
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二

添
削
さ
れ
る
の
は
、「
古
今
伝
授
が
極
度
の
形
式
的
展
開
を
遂
げ
た
御
所
伝
授
に

於
て
の
み
、
特
に
実
施
さ
れ
つ
ゝ
あ
っ
た
事
実
」
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

二
　
後
水
尾
院
に
よ
る
和
歌
の
添
削

寛
文
四
年
、
後
水
尾
院
は
、
古
今
伝
受
の
前
に
伝
受
者
の
和
歌
を
添
削
し
た
。

天
皇
自
ら
が
古
今
伝
受
を
相
伝
す
る
こ
と
に
よ
り
、
古
今
伝
受
は
御
所
に
お
い
て

継
承
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
一
人
ず
つ
相
伝
し
、
最
も
優
秀
な
門

弟
に
す
べ
て
を
伝
え
た
古
今
伝
受
で
あ
る
が
、
御
所
に
入
る
こ
と
に
よ
り
、
最
も

重
要
な
秘
伝
を
伝
え
る
継
承
者
は
皇
族
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
御
所
伝
受
に
お

い
て
は
、
複
数
の
歌
人
が
同
時
に
古
今
伝
受
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
御

所
伝
受
に
な
っ
て
変
わ
っ
た
こ
と
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
後
水
尾
院
は
、
古
今
伝
受
を
相
伝
す
る
門
弟
だ
け
で
は
な
く
、
広
く
、

宮
廷
歌
人
た
ち
の
和
歌
を
添
削
指
導
し
た
。
古
今
伝
受
の
伝
受
者
だ
け
で
は
な

く
、
そ
の
周
辺
の
歌
人
た
ち
も
指
導
し
た
の
で
あ
る
。
限
ら
れ
た
古
今
伝
受
継
承

者
の
み
な
ら
ず
、
広
く
歌
壇
の
歌
人
た
ち
の
和
歌
指
導
を
し
た
こ
と
が
、
御
所
伝

受
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
変
化
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
後
水
尾
院
歌
壇

の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
柳
瀬
万
里
氏
が
『
新
明
題
和
歌
集
』『
新
題
林
和
歌
集
』

に
収
め
ら
れ
て
い
る
歌
の
数
を
歌
人
別
に
集
計
し
、
そ
れ
ぞ
れ
五
〇
首
以
上
を
収

め
ら
れ
て
い
る
歌
人
一
九
人
、
同
一
〇
〇
首
以
上
一
九
人
の
名
前
を
挙
げ
、
整
理 

し
、
概
観
さ
れ
た
。
そ
し
て
、「
近
世
前
期
」
の
「
堂
上
歌
壇
」
を
、「
⑴　

後
水

尾
院
（
中
心
）、
⑵　

後
水
尾
院
の
側
近

―
古
今
伝
受
授
グ
ル
ー
プ

―
（
略
）、

⑶　

準
古
今
伝
授
グ
ル
ー
プ
（
略
）、
⑷　

⑶
の
外
縁
部
に
位
置
す
る
歌
人
た
ち
」

に
分
け
て
、「
右
の
形
態
を
鳥
瞰
図
で
描
く
な
ら
ば
、
円
錐
形
の
山
の
頂
上
に
⑴ 

が
あ
り
、
⑴
の
周
辺
に
⑵
が
あ
り
、
⑵
の
周
辺
に
⑶
が
あ
り
、
⑶
の
周
辺
、
裾
野

の
あ
た
り
に
⑷
が
あ
る
、
と
い
う
形
態
と
し
て
描
か
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
概
観
さ

れ
た
。

こ
の
よ
う
な
宮
廷
歌
壇
の
中
で
、
古
今
伝
受
の
あ
り
方
は
大
き
く
変
化
し
た
。

そ
れ
ま
で
最
も
優
れ
た
門
弟
を
選
び
、
一
子
相
伝
・
器
の
水
を
器
に
移
す
、
と
師

資
相
承
に
よ
っ
て
相
伝
さ
れ
た
古
今
伝
受
は
、
宮
廷
歌
壇
に
お
け
る
最
終
教
育
課

程
と
し
て
、
後
水
尾
院
か
ら
複
数
の
歌
人
に
相
伝
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。

三
　
古
今
伝
受
後
奉
納
和
歌

こ
の
よ
う
に
古
今
伝
受
の
あ
り
方
が
変
化
す
る
に
伴
い
、
古
今
伝
受
が
終
了
す

る
と
、
古
今
伝
受
を
受
け
な
か
っ
た
歌
人
も
含
め
た
歌
壇
の
歌
人
た
ち
が
、
和
歌

両
神
に
和
歌
を
奉
納
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
寛
永
四
年
三
月
二
十
七
日
、
後
水
尾

天
皇
へ
の
古
今
伝
受
を
相
伝
し
た
智
仁
親
王
は
、「
歌
道
之
事
」
を
願
い
、
そ
れ

が
「
成
就
」
し
た
こ
と
を
喜
び
、
歌
道
を
護
る
住
吉
大
社
に
お
礼
参
り
を
し
て
和

歌
を
奉
納
し
た
。（「
智
仁
親
王
和
歌
」、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
）

寛
永
四
（
一
六
二
七
）
年
三
月
二
十
七
日　

智
仁

　
　

住
吉
の
社
に
歌
道
之
事
願
。
成
就
の
後
に
ま
う
で
侍
り
て

あ
ふ
ぐ
哉
わ
が
身
に
お
は
ぬ
敷
島
の
道
ま
も
り
ま
す
神
の
た
す
け
を
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三

智
仁
親
王
の
願
い
は
聞
き
届
け
ら
れ
、
古
今
伝
受
は
御
所
に
お
い
て
継
承
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
皇
族
と
し
て
は
じ
め
て
古
今
伝
受
を
相
伝
す
る
こ
と
に
な
っ

た
智
仁
親
王
は
、
自
ら
住
吉
大
社
に
詣
で
、
成
就
の
後
も
、
自
ら
和
歌
を
奉
納
し

た
の
で
あ
る
。

寛
文
四
年
、
後
西
院
を
は
じ
め
と
す
る
四
名
に
古
今
伝
受
を
終
え
た
後
水
尾
院

は
、
勅
使
を
派
遣
し
て
、
住
吉
大
社
・
玉
津
島
神
社
に
、
宮
廷
歌
人
の
和
歌
を
奉

納
し
た
。
智
仁
親
王
が
一
人
で
奉
納
し
た
住
吉
大
社
に
、
数
十
名
の
宮
廷
歌
人
が

五
十
首
の
和
歌
を
奉
納
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
古
今
伝
受
後
奉
納
和
歌
は
光

格
天
皇
に
至
る
ま
で
七
回
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
住
吉
大
社
に
限
ら
ず
、
和
歌
両
神

の
一
つ
で
あ
る
玉
津
島
神
社
に
も
同
様
に
奉
納
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
門
弟
を
選
ん

で
一
子
相
伝
を
繰
り
返
し
て
き
た
古
今
伝
受
は
、
御
所
に
入
り
、
皇
族
に
よ
り
継

承
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
相
伝
す
る
の
は
一
人
で
あ
る
が
、
伝
受
す
る
の
は
複

数
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
古
今
伝
受
を
受
け
な
か
っ
た
宮
廷
歌
人
た
ち
も
、

和
歌
両
神
に
歌
道
が
護
ら
れ
る
る
こ
と
を
祈
念
し
て
和
歌
を
奉
納
し
た
。
そ
れ
ま

で
器
の
水
を
器
に
移
す
よ
う
に
継
承
さ
れ
た
古
今
伝
受
が
、
御
所
に
入
る
と
、
歌

壇
全
体
で
支
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
御
所
伝
受
に
な
っ
た

こ
と
に
よ
る
変
化
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。　

         

注（
１
）　
『
古
今
伝
授
沿
革
史
論
』。
な
お
、御
所
伝
授
に
お
け
る
和
歌
の
添
削
に
つ
い
て
は
、

「
御
所
伝
受
の
成
立
に
つ
い
て
」（『
近
世
文
芸
36
』
昭
57
・
5
）
に
お
い
て
検
討
を

加
え
た
。

付
記

 

本
稿
は
平
成
28
年
12
月
、
住
吉
大
社
に
お
け
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
歌
神
と
古
今
伝
受
に
お

け
る
講
演
「
古
今
伝
受
か
ら
御
所
伝
受
へ
」
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
記
し
て
和
歌
両

神
の
御
加
護
と
関
係
各
位
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。




